
利用者

介護支援専門員・地域包括支援センター

射水市 配食事業所

射水市配食みまもりサービス事業実施フローチャート 変更・廃止届出の流れ

①アセスメント・ケアマネジメント（必要時）①相談

②変更・廃止申請

③変更・廃止決定

④利用変更契約（必要時）

⑥食事代支払 ⑤配食
みまもり（１回／週）

⑦実績報告・委託料（みまもり分）請求

⑧委託料支払

③利用連絡票等（必要時）
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